
令和７年度

古民家の再生・活用をお考えの方

古民家再生促進支援事業

専門家による古民家の調査（無料）

専門家による再生手法の提案（無料）

古民家活用の実現可能性の調査費の一部補助

地域の活性化につながる地域交流施設等や賃貸住宅に改修する場合の
改修工事費補助

4 / 14 ~ 
12/26

申請期間

2025年



山
陽
盃
酒
造
（
宍
粟
市
山
崎
町
山
崎
）

２
０
１
８
年
に
火
災
に
あ
っ
た
、
県
の
景
観
形
成
重

要
建
造
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
母
屋
を
、
お
酒
の
展
示
販

売
・
試
飲
場
と
し
て
再
生
。
地
域
の
に
ぎ
わ
い
づ
く
り
、

街
並
み
保
全
に
寄
与
し
て
い
ま
す
。

箟
邸
（
伊
丹
市
伊
丹
）

市
の
都
市
景
観
形
成
建
築
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る

母
屋
を
改
修
。
軽
食
を
楽
し
め
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス

ペ
ー
ス
及
び
、
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
活

用
さ
れ
ま
す
。

Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
Ａ
（
丹
波
篠
山
市
河
原
町
）

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
た
丹

波
篠
山
市
篠
山
地
区
。
城
下
町
に
あ
る
築
１
０
０
年
を

超
え
る
町
屋
を
宿
泊
施
設
と
し
て
再
生
。

古民家改修事例



具体的な再生計画・活用方法
を提案してほしい方

建物調査を行った古民家の
うち、特に再生を推奨するも
のについて、専門家を派遣し
て所有者の意向等を勘案した
再生手法を提案します。

再生提案または自主提案を行った古民家
のうち、古民家活用の実現可能性を調査・
評価するために必要な経費の一部を補助し
ます。（ただし、調査費用の合計が100万
円以上のものに限ります。）

※改修工事費補助の申請にあたって「③
フィジビリティ調査費補助」の実施は必須
ではありません。

建物の状態・価値・維持管理
方法などが知りたい方

地域のまちづくりや景観形
成に資する古民家を対象とし
て、大工・建築士等の専門家
を派遣して古民家を調査し、
修繕・再生の可能性について
アドバイスします。

❸フィジビリティ調査費補助❷再生提案

❹改修工事費補助

❶建物調査

手続きの流れは裏面へ

古民家 古民家のうち歴史的建築物

(ア) 対象経費区分 (イ) 補助額 (ア) 対象経費区分 (イ) 補助額

500万円未満 対象外 500万円未満 対象外

500万円以上1,000万円未満 250万円 500万円以上1,000万円未満 250万円

1,000万円以上1,500万円未満 400万円 1,000万円以上2,000万円未満 500万円

1,500万円以上 500万円 2,000万円以上3,000万未満 850万円

3,000万円以上 1,000万円

古民家再生促進支援事業
本県では、伝統的木造建築技術の継承や、まちなみ景観の維持・保全を目的として、地域の建築士･大

工等による古民家の建物調査及び再生提案を、ひょうご住まいサポートセンターに委託して実施するとと
もに、市町とともに活用のための改修工事費補助を行っています。

【事業スキーム】

フィジビリティ調査費補助・改修工事費補助については、古民家の存する市町が補助事業を実施している
必要があります。市町の事業実施状況について事前にご確認ください。

❸フィジビリティ
調査費補助

（施設運営計画の調査）

地域交流拠点・賃貸住宅等への

❹改修工事費補助

ひょうご住まい
サポートセンターによる

❷再生提案

ひょうご住まい
サポートセンターによる

❶建物調査

独自で再生提案
（自主提案）

独自で建物調査

【主な要件】
・改修後に一定の耐震性能を確保すること。
・改修後10年間以上、地域交流拠点等として活用し、事業完了の翌年度と翌年度から3年ごとに活用状況につ
いて報告すること。

・古民家の存する市町からも改修工事費助成を受けること。
・令和８年３月31日までに、改修工事及び工事代金の支払いが完了すること。

※ただし、(イ)欄の補助額は、市町が当該古民家の改修に要する費用に対して補助する額を上限とします。
※コワーキングスペースに活用する場合であって、改修に必要な費用が500万円以上である場合に限り、

100万円を上限とし、事務機器取得費を補助対象経費に含むことができます。

再生提案または自主提案を行った古民家のうち、地域活動の拠点･宿泊体験施設･店舗等の地域活性化に資す
る施設（地域交流拠点等）又は歴史的景観形成地区等で、賃貸住宅として再生するものに対して市町とともに
改修工事費の補助を行います。

【補 助 額】…(ア)欄の対象経費区分に応じて、(イ)欄の額を補助



《改修工事費補助 手続きの流れ》
・申請書類一式は県ＨＰよりダウ
ンロード可能です。

・市町の担当窓口へご提出くだ
さい。

・申請期間は令和７年４月14
日～令和７年12月26日です

・申請内容について、書類審査
等を行います。

・審査には２週間～１ヶ月ほど
お時間をいただきます。

・補助要件に合わない場合や、
応募多数の場合は選定されな
いことがあります。

・必ず交付決定通知の後に、工
事契約・改修工事を行ってく
ださい。

・工事代金の支払いまで行って
ください。

・令和８年３月31日までに事業
（支払いを含む）を完了し、
完了実績報告書を提出する必
要があります。

・完了後、速やかに市町の担当
窓口に提出してください。

・県から申請者の銀行等の口座
に補助金を振り込みます。

交付申請書・添付書類の作成

交付申請書・添付書類の提出

県による審査

交付決定通知

工事の契約・工事の着手

実績報告書・添付書類
補助金請求書の提出

完了検査

補助金の支払

Q 対象となる古民家は？

※ 歴史的建築物
次に掲げる要件のいずれかに該当する住宅を
いう。
ア 景観法（平成16年法律第110号）に基づく

 景観重要建造物
イ 県又は市町の景観条例等に基づく景観形成

重要建造物等
ウ 文化財保護法（昭和25年法律第214号）に

基づく指定文化財又は登録文化財
エ 文化財保護法に基づく重要伝統的建造物群

保存地区内の伝統的建造物
オ ひょうごの近代住宅100選に選定された建

 築物

Q 自主提案とは？

※ひょうご住まいサポートセンターでは、建物調査・再生提案に関することのみご対応します。
フィジビリティ調査費補助・改修工事費補助については、住宅政策課へお問合せください。

申請様式や、詳細情報は、県ＨＰをご参照ください 

A 自主提案とは、専門家等が作成した事業計画で、再生提案と同等以上であると認められるもの。
（交付申請時に「自主提案書（要領様式第５号）」を提出することが必要です。）

ア 昭和25 年の建築基準法施行日前に建築されたもの
 イ

(ｱ) 軸組構法で造られたもの
(ｲ) 接合金物に頼らない伝統的な継ぎ手及び仕口を用いたもの
(ｳ) 筋かい等の斜材を多用せず、貫を用いたもの
(ｴ) 主要な壁は土塗り壁等の湿式工法を用いたもの
(ｵ) 屋根は和瓦又は茅葺き等伝統的素材を用いたもの

次に掲げる要件に該当する伝統的木造建築技術により建
築されたもの又はこれと同 等 以上の文化的価値の高い建
築技術により建築されたもの

A 次に掲げる要件に該当する住宅又は歴史的建築物※

工事の完了

【問合せ先】兵庫県まちづくり部住宅政策課住宅政策班 TEL：078－341－7711（内線：4889）

ひょうご住まいサポートセンター TEL：078－855－5170
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